
地方創生関連交付金（平成 28年度）の効果検証について 

 

 

１）効果検証 

  交付金を活用する事業について、実施状況に関する客観的な指標の重要業績評価指標

（ＫＰＩ）を事業毎に設定し、その達成状況について、外部有識者（野々市市創生総合

戦略推進会議）により毎年度検証することとされている。 

 

 

２）効果検証対象交付金 

 

 ◆地方創生加速化交付金（国の平成 27年度補正予算 1,000億円 補助率 10/10） 

 

一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策を踏まえ、緊急対応として、「地

方版総合戦略」に位置付けられた先駆的な取組の円滑な実施を支援するため措置された

もの。 

 

（交付対象事業） 

観光地域づくりに向けた石川版ＤＭＯ形成推進事業（県広域連携） 

 

 

 ◆地方創生推進交付金（国の平成 28年度当初予算 1,000億円 補助率１/２） 

 

  「地方版総合戦略」に位置付けられ、地域再生法に基づく地域再生計画に認定される

地方公共団体の自主的・自律的な取組で先導的なものを支援するため措置されたもの。 

 

（交付対象事業） 

「自分のまちは自分で守る」地域の絆を活かした地域の安全向上事業 
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